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R05.3.24 監理課技術管理室

１ 改定の基本的考え方
(1) 電子納品に係る要領・基準等は，国の最新版を適用する。
(2) 受注者のＩＴレベルに合わせた柔軟な対応は，県独自の規定とする。
(3) 従来の「令和４年３月版」から，新たに「令和５年３月版」へ改定する。

２ 適用年月日
令和５年４月１日以降に契約締結の案件（工事・業務）から適用

３ 主な改定点
(1) 鹿児島県電子納品ガイドライン（案）の名称等の見直し

国土交通省が電子納品等運用ガイドラインの名称から『（案）』を削除していた
ことから，本県においても名称から『（案）』を削除した。
また，電子納品導入時から残っていた基礎的な補足説明等の必要性を見直し，

整理した。

(2) 適用要領基準
【新】令和５年３月
【旧】令和４年３月

４ 留意事項
(1) 写真の有効画素数

本県は情報の共有化について検討しています。100万～300万画素程度を超える有効
画素数で撮影された写真は必要以上に容量が大きくなり，情報の共有化に支障を来す
ので，有効画素数は必ず100万～300万画素程度に設定すること。

(2) フォルダ構成
｢REGISTER｣の下に，着手前及び完成写真，｢ORGnnn｣オリジナルファイルフォルダを

置く。｢OTHERS｣フォルダの下に｢ORGnnn｣オリジナルファイルフォルダを置く。

(3) 情報共有システムを用いた電子納品
情報共有システムを使用する際は，大容量受渡機能のファイルサイズなどの機能制

限等を確認し，受発注者間で受渡方法等を協議すること。


